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告 示 

 

兵庫県告示第521号の２ 

漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第５項の規定により、第５種共同漁業権遊漁規則の変更を令和８年 

５月22日に次のとおり認可した。 

  令和８年５月29日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 漁業権者 

  名 称 揖保川漁業協同組合 

  所在地 兵庫県宍粟市山崎町三津319-1 

２ 認可年月日 

  令和８年５月22日 

３ 漁業権番号 

  内共第７号 

４ 認可に係る変更の内容 

  第３条第１項中の表を次のように改める。 

漁具・漁法 規模 

手釣、竿釣 １人１本まで 

ただし、うなぎは１人３本まで 

タモ網漁 １人１本まで 

餌付かご １人５篭まで 

  第４条第１項中の表を次のように改める。 

魚種 期間 

あゆ 

 

６月１日から10月31日までの期間内で組合が定め

て公表する期間内 

こい、ふな、うなぎ、おいかわ、うぐい、わ

かさぎ、すじえび、ぬまえび、てながえびす

っぽん、よしのぼり 

１月１日から12月31日まで 

魚種 期間 

渓流魚 

あまご、さつきます、にじます、いわな 

３月１日から９月30日まで 

 

もくずがに 

 

 

10月１日から３月31日まで 

但し、第３条第３項に定める区域においては、11

月１日から３月31日まで 
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  第７条第１項中の表を次のように改める。 

魚種 漁具・漁法 遊漁料 備考 

あゆ とも釣り １日3,500円 

１年13,500円 

 

渓流魚 

（あまご、にじます、い

わな） 

手釣・竿釣 

（ルアー、フライを含

む。） 

１日2,600円 

１年7,200円 

 

あゆ、渓流魚 各漁具、漁法による １年11,400円 あゆ、渓流魚の両

年遊漁料を同年

に納付する場合

（割券） 

ハエ類 

（こい、ふな、うぐい、

おいかわ、よしのぼり、

すっぽん、てながえび） 

竿釣 

 

１日 700円 

１年2,600円 

 

うなぎ 竿釣・手釣 １日2,500円 

１年10,000円 

 

もくずがに 餌付かご １漁期１篭 

1,200円 

１人５篭まで 

すじえび、ぬまえび 

てながえび 

タモ網 

 

１日3,000円 

 

 

全魚種 上記以外の漁具・漁法 １回18,000円 特別遊漁料 

５ 変更後の第５種共同漁業権遊漁規則の施行期日 

  認可の日から施行する。 

 

 

 

 

 


